日田市企業版ふるさと納税マッチング支援業務に係る公募型プロポーザル実施要領

1． 業務目的
　日田市では、内閣府より「第３期日田市まち・ひと・しごと創生総合戦略推進計画」の認定を受けて、企業版ふるさと納税を活用した寄附金の受入を行っている。
　本業務は、その拡充のため、受託者独自のネットワークやノウハウを活用することにより、本社が市外に所在する企業に対して地方創生に係る事業を周知し、積極的な財源確保を目指すものである。

2． 業務概要
(1) 業務名
日田市企業版ふるさと納税マッチング支援業務
(2) 業務内容
「日田市企業版ふるさと納税マッチング支援業務委託仕様書」のとおり。
(3) 業務期間
契約締結の日から２０２７年（令和９年）３月３１日まで

3． 委託金額の算定方法
委託金額の算定は成果報酬型によるものとし、本業務を通じて行われた寄附額に委託料率（上限を２０％）を乗じて得た額に消費税及び地方消費税相当額を加えた額とすること。

4． 参加資格要件
　本件プロポーザルに参加する資格を有する者は、 次に掲げる要件を全て満たす者とす
る。
(１)	地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１６７条の４の規定に該当しない
者であること。
(２)  民事再生法（平成１１年法律第２２５号）に基づく再生手続開始の申立て又は会社
更生法（平成１４年法律第１５４号）に基づく更生手続開始の申立てを行っている者（再生手続開始又は更生手続開始の決定を受けている者を除く。）でないこと。
(３)  暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第77 号）第２条第２号に掲げる暴力団及びそれらの利益となる活動を行う者でないこと。
 (４)  日田市の市税または消費税および地方消費税を滞納している者でないこと。
(５)  日田市から指名停止を現に受けていない者であること。
(６)  地方公共団体が行う企業版ふるさと納税のマッチング支援業務（類似の業務を含
む。）を受託した実績を有すること。

5． 選定スケジュール
	項目
	日程（予定）

	１
	募集開始（ホームページ）
	令和８年４月２２日（水）

	２
	質問受付
	令和８年４月２３日（木）～５月７日（木）

	３
	質問書に対する回答
	令和８年５月１１日（月）までに適宜、市ホームページ掲載。

	４
	参加申込書・企画提案書等の提出期間
	令和８年５月１２日（火）～５月１９日（火）

	５
	審査
	令和８年５月２６日（火）～６月２日（火）

	６
	受託候補者決定・審査結果通知（予定）
	令和８年６月３日（水）

	７
	契約協議
	令和８年６月４日（木）～６月１９日（金）

	８
	契約締結（予定）
	令和８年６月下旬



6． 参加手続
(1) 実施要領及び仕様書等の配布
ア　配布期間　令和８年４月２２日（水）～５月７日（木）
イ　配布場所　日田市ホームページからダウンロード
(2) 質問書の受付及び回答の公表
ア　質問書提出期間
　　令和８年４月２３日（木）から同年５月７日（木）まで
イ　質問書の提出方法
　　質問事項がある場合は、質問書（様式５）により、１１の担当部署に電子メール
で提出すること。
　なお、電子メール送信後は速やかに、到達しているか電話連絡により確認するこ
[bookmark: _GoBack]と。
　　　ウ　回答
　　　　　質問に対する回答は、競争上の地位その他正当な利害を害するおそれのあるも
のを除き、 日田市ホームページに令和８年５月１１日（月）午後５時までに適宜
掲載する 。
(3) 企画提案書等の応募書類の提出
本プロポーザルへの参加を希望する事業者は、次のとおり参加申込書（様式１）及び
企画提案書等を提出すること。なお、期限までに参加申込書及び企画提案書等を提出し
なかった事業者からの提案は受け付けないものとする。
　ア　提出書類
　　　別紙１「企画提案書等応募書類一覧」及び別紙１「企画提案書等応募書類一覧」
に掲げる書類等
※別紙１は提出者確認欄に「〇」または「－」をつけ提出すること。
　イ　企画提案書の作成方法
　　　様式は自由。用紙サイズはA4判とし、総ページ数は30ページ以内とする。
　ウ　提出方法
　　　別紙１「企画提案書等応募書類一覧」に記載の部数を郵送又は持参すること。
　エ　提出期限
　　　令和８年５月１９日（火）　午後５時必着
　オ　提出先
　　　１１に同じ

7． 企画提案書等の評価及び評価基準
　６(３)で提出された企画提案書等をもとに、日田市企業版ふるさと納税マッチング支援業務候補者選定会議（以下、「選定会議」という。）において、審査・評価を行う。
(1) 実施期間
令和８年５月２６日（火）から同年６月２日（火）まで
(2) 評価基準・評価項目
別表「評価項目及び評価内容」のとおり
(3) 受託候補者の決定
提出された企画提案書等について、選定会議で書類審査を経て評価項目を総合的
に審査・評価し、評価者の合計得点の平均が６０点（満点の６割）以上の提案者の
うち、上位４者までを受託候補者として選定する。
(4) 選定結果の通知
　　　企画提案書等の提出者全員に選定結果を、令和８年６月３日（水）付けで通知する。
　　　なお、選定結果通知は、評価の結果、受託候補者として決定された事実を通知する
　　ものであり、業務の受託者として決定したものではないことに留意すること。通知後、
日田市と受託候補者との間で契約締結に向けた協議を行う。
(5) 選定結果の公表
　選定結果は日田市ホームページに公表する。

【評価及び評価内容】
	評 価 項 目
	評価の視点・判断基準
	配点

	業務実績
	同種又は類似事業の請負実績があり、寄附実現件数及び寄附実現金額の実績が高いか。
	２０点

	実施体制
	制度及び業務の目的を理解し、業務を適正かつ確実に実施するための体制や個人情報の適正な取り扱いなどのセキュリティ体制が整っているか。
	２０点

	実施手順・スケジュール
	寄附獲得のため、迅速かつ適切なスケジュールとなっているか。また、受託者と日田市の役割分担が明確で適切なものとなっているか。
	１０点

	業務内容
	寄附見込企業に対する働きかけの方法は効果的かつ現実性のあるものとなっているか。
	2０点

	見積金額
	提案内容に対して適切な見積金額（受託料率）となっているか。
	3０点

	合　計
	１００点



　【採点基準】
	配点(10点)
	2
	4
	6
	8
	10

	配点(20点)
	4
	8
	12
	16
	20

	配点(30点)
	6
	12
	18
	24
	30

	評価
	不十分。
必要水準を満たしていない。
	やや不十分。
具体性や実現性に課題がある。
	標準的。
必要水準は満たしている。
	優れている。
十分な具体性実現性がある。
	非常に優れている。
具体性・実現性・独自性が高い。

	見積金額（受託料率）の評価
	―
	16％～20％
	15％
	11％～14％
	10％以下



8． 契約の締結
(1) 受託候補者との契約にあたっては、選定された提案内容を基に、細部について本市と協議し、業務内容を決定したうえで締結する。

9． 失格要件
　次に掲げるいずれかに該当した場合は、失格とする。
(1) 提出書類の提出方法、提出先及び提出期限に適合しないとき。
(2) 提出書類に虚偽の内容が記載されているとき。
(3) 選定の公平性を害する行為があったとき。
(4) その他、社会通念に照らし失格に当たる事由があると認められるとき。

１０．その他留意事項
(１)　参加申込書の提出をもって、実施要領等の記載内容及び条件を承諾したものとみ
なす。
(2) 本プロポーザル参加に係る経費は、全て提案事業者の負担とする。
(3) 企画提案書等については、１者につき１提案に限る。
(4) 提出された参加申込書及び企画提案書は返却しない。
(5) 提出された企画提案書類の著作権は、その提出者に帰属することとする。
(6) 提出期限後の書類の提出、再提出、記載内容の修正及び変更は認めない。ただし、
日田市が必要と認める場合は、追加書類の提出を求めることがある。
(7) 電子メールの通信事故については、日田市はいかなる責任も負わない。
(8) 参加申込書又は企画提案書の提出後に辞退をする場合は、参加辞退届（様式６）を担当課に持参又は郵送、電子メールにより提出するものとする。
(9) 受託者の責めに帰すべき事由により業務の継続が困難となった場合には、日田市市は契約を解除できるものとする。この場合、 市に生じた損害は受託者が賠償するものとする。

１１．担当部署
　日田市総務企画部企画課企画調整係　担当：谷瀬
　〒877-8601 大分県日田市田島２丁目６番１号
電話番号 0973-22-8223（直通）
ファックス 0973-22-8324
電子メール kikaku@city.hita.lg.jp
2

